
○
総
務
省
告
示
第
百
四
十
号

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
第
九
条
の
二
十
六
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地

方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
十
六
第
四
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
お
け
る
安
全
性
及
び
信
頼
性
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
基
準
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
告
示
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

地
方

税
法

施
行

規
則

第
９

条
の

2
6
第

４
項

に
規

定
す

る
情

報
通

信
の

技
術

の
利

用
に

お
け

る
安

全
性

及
び

地
方

税
法

施
行

規
則

第
９

条
の

2
6
第

４
項

に
規

定
す

る
情

報
通

信
の

技
術

の
利

用
に

お
け

る
安

全
性

及
び

信
頼
性
を

確
保
す
る
た

め
に
必
要

な
事
項
に

関
す

る
基
準

信
頼

性
を

確
保

す
る

た
め

に
必
要

な
事
項
に

関
す
る
基

準

第
１

用
語
の
定

義
等

第
１

用
語

の
定

義
等

１
用
語
の

定
義

１
用

語
の

定
義

⑴
年
金
特
徴

シ
ス
テ
ム

⑴
年

金
特

徴
シ

ス
テ

ム

市
区

町
村

サ
バ

都
道

府
県

サ
バ

地
方

税
共

同
機

構

（以
下

「機
構

」と
い

う

。

）サ
バ

端
末

市
区

町
村

サ
バ

都
道

府
県

サ
バ

地
方

税
共

同
機

構

（以
下

「機
構

」と
い

う

。

）サ
バ

端
末

ー
、

ー
、

ー
、

ー
、

ー
、

ー
、

機
電

気
通

信
関

係
装

置

（フ
ァ

イ
ア

ウ
ォ

ル
を

含
む

。以
下

同
じ

。

）

電
気

通
信

回
線

プ
ロ

グ
ラ

ム
機

電
気

通
信

関
係

装
置

（フ
ァ

イ
ア

ウ
ォ

ル
を

含
む

。以
下

同
じ

。

）

電
気

通
信

回
線

プ
ロ

グ
ラ

ム
、

ー
、

、
、

ー
、

、

等
に
よ

り
構
成
さ

れ
る
シ
ス

テ
ム
で

年
金
保
険
者

（地
方
税

法
施
行
令

（昭
和

2
5
年

政
令

第
2
45

号

。以
下

「

等
に

よ
り

構
成

さ
れ

る
シ

ス
テ
ム

で
年

金
保

険
者

（地
方
税

法
施

行
令

（昭
和

2
5
年
政
令

第
2
45

号

。以
下

「

、
、

令

」と
い

う

。

）第
4
8
条

の
９

の
1
7
第

１
項

各
号

に
掲

げ
る

者
で

あ
る

場
合

は
当

該
各

号
に

定
め

る
者

。

）

令

」と
い

う

。

）第
4
8
条

の
９

の
1
7
第

１
項

各
号

に
掲

げ
る

者
で

あ
る

場
合

は
当

該
各

号
に

定
め

る
者

。

）

、
、

が
地

方
税

法

（昭
和

2
5
年

法
律

第
2
2
6
号

。以
下

「法

」と
い

う

。

）第
3
2
1
条

の
７

の
1
1
第

１
項

に
規

定
す

が
地

方
税

法

（昭
和

2
5
年

法
律

第
2
2
6
号

。以
下

「法

」と
い

う

。

）第
3
2
1
条

の
７

の
1
1
第

１
項

に
規

定
す

、
、

る
規

定
に

よ
り

通
知

す
べ

き
事

項

（以
下

「年
金

保
険

者
が

通
知

す
べ

き
事

項

」と
い

う

。

）を
記

録
し

た
る

規
定

に
よ

り
通

知
す

べ
き

事
項

（以
下

「年
金

保
険

者
が

通
知

す
べ

き
事

項

」と
い

う

。

）を
記

録
し

た
、

、

地
方

税
法

施
行

規
則

第
1
0
条

第
2
0
項

に
規

定
す

る
記

録
用

の
媒

体

（以
下

「光
デ

ィ
ス

ク
等

」と
い

う

。

）を
地

方
税

法
施

行
規

則
第

1
0
条

第
７

項
に

規
定

す
る

記
録

用
の

媒
体

（以
下

「光
デ

ィ
ス

ク
等

」と
い

う

。

）を

機
構

に
提
供
し

機
構
が
法

第
3
21
条
の

７
の
1
1
第
１

項
の
規
定
に

よ
り
通
知

を
受

け
る

べ
き

市
区

町
村

長
の

使
機

構
に

提
供

し
機

構
が
法

第
3
21
条
の

７
の
1
1
第
１

項
の
規
定
に

よ
り
通
知

を
受

け
る

べ
き

市
区
町

村
長
の
使

、
、

用
に

係
る

電
子

計
算

機
に

当
該

事
項

を
機

構
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

か
ら

入
力

し
て

当
該

市
区

町
村

用
に

係
る

電
子

計
算

機
に

当
該

事
項

を
機

構
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

か
ら

入
力

し
て

当
該

市
区

町
村

、
、

、
、

長
に
提
供
す

る
た
め
及
び

市
区
町
村

長
が

機
構

の
使
用
に

係
る
電
子

計
算
機
に

法
第
3
2
1条

の
７

の
1
1
第

２
長

に
提

供
す

る
た

め
及

び
市
区

町
村
長

が
機
構
の

使
用

に
係
る

電
子
計
算
機

に
法
第
3
2
1条

の
７
の
1
1
第

２
、

、
、

、

項
に

規
定

す
る

規
定

に
よ

り
通

知
す

べ
き

事
項

（以
下

「年
金

保
険

者
に

対
し

て
通

知
す

べ
き

事
項

」と
い

う
項

に
規

定
す

る
規

定
に

よ
り

通
知

す
べ

き
事

項

（以
下

「年
金

保
険

者
に

対
し

て
通

知
す

べ
き

事
項

」と
い

う

。

）を
当
該
市

区
町
村
長
の

使
用
に
係

る
電
子
計
算

機
か
ら
入

力
し
て

機
構
に

提
供

し
機

構
が

法
第

32
1

。

）を
当

該
市

区
町

村
長

の
使

用
に
係

る
電
子

計
算

機
か
ら

入
力
し
て

機
構
に
提
供

し
機

構
が

法
第

32
1

、
、

、
、

、
、

条
の

７
の

1
1
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

通
知

を
受

け
る

べ
き

年
金

保
険

者

（令
第

4
8
条

の
９

の
1
7
第

３
項

各
号

に
条

の
７

の
1
1
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

通
知

を
受

け
る

べ
き

年
金

保
険

者

（令
第

4
8
条

の
９

の
1
7
第

３
項

各
号

に

掲
げ

る
者

で
あ

る
場

合
は

当
該

各
号

に
定

め
る

者

。
）に

対
し

て
当

該
事

項
を

記
録

し
た

光
デ

ィ
ス

ク
等

を
掲

げ
る

者
で

あ
る

場
合

は
当

該
各

号
に

定
め

る
者

。

）に
対

し
て

当
該

事
項

を
記

録
し

た
光

デ
ィ

ス
ク

等
を

、
、

提
供

す
る

た
め

の
シ

ス
テ

ム

（年
金

保
険

者
が

通
知

す
べ

き
事

項
及

び
年

金
保

険
者

に
対

し
て

通
知

す
べ

き
事

提
供

す
る

た
め

の
シ

ス
テ

ム

（年
金

保
険

者
が

通
知

す
べ

き
事

項
及

び
年

金
保

険
者

に
対

し
て

通
知

す
べ

き
事

項
の

光
デ
ィ
ス
ク

等
へ
の
入

出
力
も
含

む

。
）

項
の

光
デ

ィ
ス

ク
等

へ
の

入
出
力

も
含

む

。

）

［⑵
⒀

略

］

［⑵
⒀

同
左

］

～
～

［２
略

］

［２
同

左

］

［第
２

第
６

略

］

［第
２

第
６

同
左

］

～
～

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


